
令和　７年１１月５日

奈良県総務部管財課長

次の工事について下記のとおり回答します。

工事番号　：　第R7-17号
工事名　　 ：　室生林木育種園施設解体工事

No

1

No 質問内容 回答

2

共通仮設費の明細がありますが、指定仮設
は、ありますか。

ありません。

3

井戸回りのブロック撤去の深さを指示してく
ださい。

約0.8mです。別紙１を参照してください。

4

作業場所の草刈りは、必要と思われます
が、費用負担は、どのようになりますか。

施工に支障がある草刈りは協議の対象とし
ます。

質問回答書

公告の一部を下記のとおり修正しています。
入札公告内の工事場所について
＜修正前＞
宇陀市室生大野　 地内
＜修正後＞
宇陀市室生向渕　 地内
なお、入札書及び工事費内訳書に修正前の工事場所を記載している場合であっても、失
格とはいたしません。



5

施工前において、明らかに撤去箇所以外に
損傷が出ることが予想された場合、対応を
協議することは可能でしょうか？

可能です。

6

現地調査で図面との差異が出た場合は、図
面の再作成は発注者・受注者どちらが実施
しますか？

協議によります。

7

現場説明書によると、任意仮設であると思
いますが、任意仮設は増減の対象にならな
いと認識していますが、お間違いないでしょ
うか？

お見込みの通りです。

8

石綿含有建材の調査の結果、分析が必要
だと確認された場合の費用は協議対象とな
りますか？

協議の対象となります。

9

特記仕様書によると、PCBの調査について
は除外されていますが、PCB使用照明機器
ではないと考えて良いでしょうか？

よろしいです。

10

予期せぬ地下埋設物（障害物）があった場
合は協議の対象となりますか？

協議の対象となります。

11

現在建屋の中の資材・備品等は空でしょう
か？そうでない場合、全てのものを処分して
も良いと考えて良いでしょうか？また撤去費
用は協議対象となりますか？

建屋内に、別紙２のとおり資材・備品等があ
り、全ての資材・備品等が処分対象となりま
す。撤去費用は協議の対象となります。



12

本工事では監理者はつきますか？ 外部委託する工事監理者はつきません。

13

石綿含有建材の撤去等、特殊な工種におい
て、指定された施工方法はありますか？

各種法令に基づき適切に施工してください。

14

数量表に誘導員1式とありますが、交通誘
導員は何人を計上されていますか？

交通誘導員は26人で計上しています。


